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令 和 ３ 年 度 事 業 計 画 書 

 

自   令和３年 ４月 １日 

至   令和４年 ３月３１日 

 

 一般社団法人藤沢市商店会連合会 

 

事   業   方   針 

  
２０２０年（令和２年）の年明けから新型コロナウイルス感染症が世界的な

大流行となり、現在も日本経済から地域経済に至るまで大きな影響を及ぼして

います。現在までの間に２度にわたる緊急事態宣言が発出され、イベントの中

止、不要不急の外出自粛、飲食店の時短営業の要請など、生活や社会活動に大

きな変化が生じており、本市の商店街も飲食店をはじめ各店舗に深刻な影響が

出ています。世界的な流行から一年以上が経過し、ワクチンの接種も始まりま

したが、先行きが不透明なこともあり今後も厳しい状況が想定されます。 

令和２年度に国、県、市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受け

る事業者への支援として、協力金、融資等の支援策を行っており、さらに市内

での消費拡大と事業者の支援を目的に、過去最大の規模となる発行総額３２億

５千万円の「ふじさわ元気回復プレミアム商品」が発行されました。しかしな

がら、令和３年に入ってからの緊急事態宣言が２度にわたり期間延長されるな

ど、事業者に与える影響はさらに大きくなっています。 
 当連合会におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響のほか、商店会

（街）店舗数の減少、賛助会員の脱退など非常に厳しい財政状況が続いていま

す。令和３年度も、コロナ禍ではありますが、県や市の補助金を活用しながら

非営利団体の社団法人として、公益的事業を中心に事業展開してまいります。 
 商店街は、地域の生活者にとって身近な買い物の場・交流の場・地域文化の

創造と伝承の場として、コミュニティ形成の役割を地域関係団体と連携しなが

ら取り組みを進めることが重要です。 
各商店会（街）の構成員である会員一人ひとりが商店会活動の大切さを認識

し、意識を持ち、できるところから取り組むことが大切です。魅力ある個店・

商店街づくりを積極的に進めることで藤沢市内の商店街が元気に溢れ、賑わい

がもたらされて地域の活性化につながることとなります。   
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今年度も一般社団法人として、新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮し

ながら、事業については「Ⅰ．公益的事業」と「Ⅱ．法人運営事業」の二事業

で運営します。 
 

Ⅰ．公益的事業 

 

１．商業振興・地域活性化事業 

（１）社会福祉活動事業 

   愛の輪福祉基金活動を常時各商店街で実施するとともに、商店街のイベ

ント、催し等の開催時に募金活動を行う。また、各店舗の店頭に、子ども１

１０番の店としてシールを貼付し地域社会の福祉の増進に努める。 

さらに、青少年の健全育成や明るい地域社会づくりに寄与するため、行政・

警察等が行う各種の啓発事業に積極的に参画する。 

  ①募金活動（交通災害家庭・交通災害遺児を励ます募金等） 

  ②有害薬物使用禁止活動への参画 

  ③暴力追放推進活動への参画 

  ④その他啓発活動に参画 

 

（２）商店街地域貢献事業 

   商店街の地域貢献事業として、防災対策、健康の広場推進、受動喫煙防止

対策、環境美化、高齢者や子育て支援等、今日的な課題となっている項目に

ついて地域関係団体と連携した取り組みを進め、地域と一体となった商店

街づくりを推進する。 

①防災活動の実施 

藤沢市と締結した「災害応急措置等の協力に関する協定書」の趣旨に準

じて、炊き出し訓練や防犯パトロールの実施など各地区自主防災組織や自

治会･町内会と連携した各種防災訓練への参加･協力を行い、避難場所の提

供や緊急時の物資の提供など災害時での地域防災活動に取り組む。 

②ラジオ体操の実施 

いつでも・どこでも・だれでもが気軽に運動できる健康法であるラジオ

体操を、商店街の空間を生かして実施し、市民の健康づくりとふれあい交

流、商店街の回遊性づくりに取り組む。 
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③祭り・地域の団体が行う行事への協力 

各地域で例年行われる祭りや自治会･町内会が行う行事等に協力し、郷

土づくりに取り組むとともに、各種イベントの実施による地域の方々との

コミュニケーションづくりに努める。 

④美化活動の実施及び参加 

商店街周辺の道路の清掃や花壇への植栽・草取り等の美化活動に取り組

むとともに、地域の団体が行う美化活動にも積極的に参加する。 

⑤打ち水の実施 

ヒートアイランド対策として地球温暖化の防止のため、市内各商店街で

打ち水期間を設定し取り組む。 

⑥「聴覚障がい者にやさしい商店街づくり」への取り組み 

一昨年度から実施している聴覚障がい者にやさしい商店街づくりをさ

らに進める。 

⑦地域見守り活動への取り組み 

安全・安心な地域づくりのため、高齢者等の孤立や詐欺被害の防止をは

じめ、認知症高齢者等の発見・見守りにつながる活動を、藤沢市と連携し

て取り組む。 

 

（３）「藤沢まちゼミ」の実施 

商店街は中小の店舗や事業所等が集まった「まちの機能」をそろえたエリ

アであり、様々な個々の店舗が経験・知識を持っている。店舗の専門性やお

得な情報、コツ等を地域の住民に教えることで、商店主と地域住民とのコミ

ュニケーションが図られ、信頼関係が結ばれ、個店のファンづくりによる新

たな顧客の獲得が期待される。商店街の個店の魅力発信と新規顧客確保のた

め「藤沢まちゼミ」を実施する。 

昨年度はコロナウイルス感染症の拡大防止のために延期を余儀なくされ

たが、令和３年度は、昨年度の計画内容を踏襲して地域をブロックに別けて

実施し、地域に密着した「藤沢まちゼミ」とする。 

 

（４）商店街活性化販売促進等事業 

   地域社会の核である商店街の賑わいづくりや地域コミュニティ形成のた

めの活動を展開し、商店街に活気を取り戻す取り組みを進める。 
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○商店街にぎわいまちづくり支援事業 

地域の関係団体と連携した街づくりの推進や商店街の特色づくり・個

店の魅力づくり・販売促進イベント等での賑わいづくりを支援すること

で商店街の賑わいを創出し、市内商店街の活性化を図る。 

   

（５）商店街観光ツアーの実施 

商店街には魅力ある店舗が多くあり、地域には歴史や文化に関する施設

や情報等もある。商店街の回遊性を高め、商店街の活性化を図るため、関係

団体等と連携し、地域資源を活かし、地域に貢献できる商店街観光ツアーを

実施する。 

  

（６）商店街街路灯等維持管理事業 

   夜間に市民が安心して買い物ができ、また安全に通行できるように安全

安心な街づくりを目指し、商店街での買い物環境の整備を進める。 

①商店街街路灯設置・維持管理事業 

市民に安全安心を提供し、また商店街づくりになくてはならない街路灯

の設置及び維持管理を行う。 

②防犯カメラ設置・維持管理事業 

市民が安心して商店街で買物ができるように防犯カメラの設置及び維

持管理を行う。 

③商店街街路灯への有料広告物掲出に関する手続きの支援 

街路灯を活用した有料広告物を掲出する商店街へ道路使用申請や屋外

広告物許可に関する事務的手続きの支援と事前審査を実施する。 

 

（７）商店街顧客用駐車場等設置及び運営助成事業 

（１ 消費者の利便性および違法駐車を無くし、快適な買い物が出来るよう商

店街顧客用駐車場等設置及び運営に対する助成事業を実施する。 

 

（８）表彰事業の推進 

   魅力ある店舗や商店街づくりに貢献した者の表彰を積極的に推進する。 

①商連かながわ会長表彰への推薦 

②商工会議所表彰への推薦 

③神奈川県表彰への推薦 
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（９）協賛事業 

   公共的団体や商店会等が行う地域活性化事業について、連携を密にして

協賛参加することにより住み良い地域社会づくりを推進する。 

  ①藤沢市主催・共催事業 

  ②商工会議所主催・共催事業 

  ③商店会主催事業 

  ④その他公共的団体の主催事業及び公益性が高い事業 

 

２．研修活動及び情報提供等事業 

（１）研修活動事業 

   市民の豊かな暮らしの場づくりを目指し、個店・商店街が時代の変化に適

応しながら社会的役割を果たしていけるよう、商業活動の意識・能力を高め

るためのセミナーの開催やアドバイザーを派遣する。 

令和３年度は、新たな取組みとして、生活環境が大きく変化している中で、

地域に求められる商店街であり続けるために、「若い世代の視点での商店街」

を大きなテーマとして、市内の大学に在学している学生との意見交換会を開

催する。 

 ①商店街活性化のための調査研究事業 

商業環境・販売形態や消費行動が目まぐるしく変化する中で、各商店

会（街）が時代の変化に適応するよう調査研究事業を行う。 

②商業セミナー開催事業 

商業の未来を担う人材の育成や、これからの商業振興に役立つ事例研

究等を交えたセミナーを開催する。 

③アドバイザー派遣事業 

商店街の特色づくり、パートナーシップの推進、個店の魅力づくり、

後継者育成、販促イベントでの賑わいづくり等についてアドバイザーを

派遣し商業力の強化を図る。 

④大学生との意見交換会の開催 

 

（２）情報提供事業 

   機関紙の発行やホームページの活用により商店街や個店の情報を発信し

消費者ニーズに応える活動を推進する。的確な情報と幅広い分野からの収

集により、時宜を得た情報を発信する。 
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  ①商店街活性化のための情報提供事業 

  ②機関紙の発行 

  ③藤沢市商店会連合会ホームページの維持管理 

当連合会のホームページはスマートフォンにも対応できることから、

QRコードを活用して各商店街が実施するイベントや売出し情報などを積

極的に発信する。また各個店のホームページにもリンクすることができ

ることから各個店のホームページ作成を積極的に進める。 

   令和２年度に「GoTo商店街」を活用して当会のホームページに作成した 

「ぐるッと FUJISAWA」オンライン商店街ツアーについて、商店街及び店 

舗の拡充の検討を行う。 

 

Ⅱ．法人運営事業 

公益的事業を円滑に行うため、法人の管理運営を行う。 

 

１．会員拡充及び指導研究事業 

 当法人の公益的事業を展開するための事業基盤及び財政基盤を確立し、組

織を強化し会員の拡大に努めるとともに、市内商業の現状を把握し、各商店

会が地域社会の発展に果たす役割を導くため、各商店会（街）会員を対象と

した研修活動を行う。 

①賛助会員との情報交換会 

②各商店会（街）の事業内容の研究及び交流会の開催 

 

２．管理会議等 

   コロナ禍で感染拡大防止に配慮しながら開催する。開催方法については、

「新しい生活様式」に対応する方法として、理事会、正副理事長会議におい

ては、オンライン（リモート）による開催を試行的に実施する。 

（１）総 会 

総会は定時社員総会と臨時社員総会とする。定時社員総会は５月に開催

し、事業報告及び収支決算の承認等について審議する。臨時社員総会は必要

がある場合に開催する。 

（２）理事会 

事業計画及び収支予算等の業務執行の決定、総会提出議案等の審議、理事

の職務の執行の監督等を行うために開催する。 
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（３）委員会 

商業活動の振興を図るため、多方面にわたる諸課題を解決するため委員

会を設置し、必要に応じて開催する。 

①総務委員会 

「組織普及強化事業の推進」「消費者ニーズ集約事業の推進」「福祉活動の

推進」 「行政関係団体等との連携による目的の達成」「協賛事業の推進」

「大型店・準大型店環境整備事業等の推進」「土地利用計画の検討」「賛助

会員との懇談会開催」等に関すること。 

②情報交流委員会 

「商店街活性化及び環境整備事業の推進」「講習会・研修会の開催による

指導事業の推進」「ＩＴ事業の推進」「情報提供事業の推進」「先進都市商

業活動調査研究」等に関すること。 

③にぎわい創出委員会 

「商業振興事業の推進」「商店街並びに個店の活性化対策事業」「新年ポス

ター作成」等に関すること。 

④組織強化特別委員会 

「商店会の組織強化並びに未組織商店街の組織化及び加入促進」等に関 

すること。 

（４）正・副理事長会議 

諸課題を整理し、協議するため必要に応じて開催する。 

（５）賀詞交換会（新春経済講演会） 

１月初旬に藤沢商工会議所、（公財）湘南産業振興財団及び当商店会連合

会の藤沢市内の経済３団体合同で開催する。 

参加対象者は３団体会員、賛助会員、協力団体その他。 


